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青森市市税条例（平成十七年条例第六十二号）新旧対照表 

改正後 改正前 

（寄附金税額控除） （寄附金税額控除） 

第二十二条の二 所得割の納税義務者が、前

年中に法第三百十四条の七第一項第一号及

び第二号に掲げる寄附金又は次に掲げる寄

附金            のうち、規則に定めるも

のを支出した場合には、同項に規定すると

ころにより控除すべき額（当該納税義務者

が前年中に同条第二項に規定する特例控除

対象寄附金を支出した場合にあっては、当

該控除すべき金額に特例控除額を加算した

金額。以下この項において「控除額」とい

う。）をその者の第二十条及び前条の規定

を適用した場合の所得割の額から控除する

ものとする。この場合において、当該控除

額が当該所得割の額を超えるときは、当該

控除額は、当該所得割の額に相当する金額

とする。 

第二十二条の二 所得割の納税義務者が、前

年中に法第三百十四条の七第一項第一号及

び第二号に掲げる寄附金又は次に掲げる寄

附金若しくは金銭のうち、規則に定めるも

のを支出した場合には、同項に規定すると

ころにより控除すべき額（当該納税義務者

が前年中に同条第二項に規定する特例控除

対象寄附金を支出した場合にあっては、当

該控除すべき金額に特例控除額を加算した

金額。以下この項において「控除額」とい

う。）をその者の第二十条及び前条の規定

を適用した場合の所得割の額から控除する

ものとする。この場合において、当該控除

額が当該所得割の額を超えるときは、当該

控除額は、当該所得割の額に相当する金額

とする。 

一から八まで 〔略〕 一から八まで 〔略〕 

九 所得税法第七十八条第二項第四号に規

定する公益信託の信託財産とするために

支出した当該公益信託に係る信託事務に

関連する寄附金 

九 所得税法第七十八条第三項に規定する

特定公益信託の信託財産とするために支

出した金銭             

        

十 〔略〕 十 〔略〕 

２ 〔略〕 ２ 〔略〕 

（市民税の減免） （市民税の減免） 

第四十六条 〔略〕 第四十六条 〔略〕 

２ 前項の規定により市民税の減免を受けよ

うとする者は、納期限までに次に掲げる事

項を記載した申請書に、減免を受けようと

する理由を証明する書類を添付して、市長

に提出しなければならない。ただし、市長

が、当該者が同項各号のいずれかに該当す

ることが明らかであり、かつ、市民税を減

２ 前項の規定により市民税の減免を受けよ

うとする者は、納期限までに次に掲げる事

項を記載した申請書に、減免を受けようと

する理由を証明する書類を添付して、市長

に提出しなければならない。             
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改正後 改正前 

免する必要があると認める場合は、この限

りでない。                     

                                      

                               

一から三まで 〔略〕 一から三まで 〔略〕 

３ 〔略〕 ３ 〔略〕 

４ 第一項の規定により  市民税の減免を受

けた者は、その理由が消滅した場合には   

   、直ちにその旨を市長に申告しなければ

ならない。 

４ 第一項の規定によって市民税の減免を受

けた者は、その理由が消滅した場合におい

ては、直ちにその旨を市長に申告しなけれ

ばならない。 

（固定資産税の非課税の規定の適用を受け

ようとする者がすべき申告） 

（固定資産税の非課税の規定の適用を受け

ようとする者がすべき申告） 

第六十二条 法第三百四十八条第二項第九

号、第九号の二若しくは第十二号の固定資

産又は同項第十六号の固定資産（独立行政

法人労働者健康安全機構が設置する医療関

係者の養成所において直接教育の用に供す

るものに限る。）について同項本文の規定

の適用を受けようとする者は、土地につい

ては第一号及び第二号に、家屋については

第三号及び第四号に、償却資産については

第四号及び第五号に掲げる事項を記載した

申告書を、当該土地、家屋又は償却資産が

学校法人若しくは私立学校法（昭和二十四

年法律第二百七十号）第百五十二条第五項

の法人、公益社団法人若しくは公益財団法

人、宗教法人若しくは社会福祉法人で幼稚

園を設置するもの、医療法（昭和二十三年

法律第二百五号）第三十一条の公的医療機

関の開設者、令第四十九条の十第一項に規

定する医療法人、公益社団法人若しくは公

益財団法人、一般社団法人（非営利型法人

（法人税法第二条第九号の二に規定する非

営利型法人をいう。以下この条において同

じ。）に該当するものに限る。）若しくは

一般財団法人（非営利型法人に該当するも

のに限る。）、社会福祉法人、独立行政法

第六十二条 法第三百四十八条第二項第九

号、第九号の二若しくは第十二号の固定資

産又は同項第十六号の固定資産（独立行政

法人労働者健康安全機構が設置する医療関

係者の養成所において直接教育の用に供す

るものに限る。）について同項本文の規定

の適用を受けようとする者は、土地につい

ては第一号及び第二号に、家屋については

第三号及び第四号に、償却資産については

第四号及び第五号に掲げる事項を記載した

申告書を、当該土地、家屋又は償却資産が

学校法人若しくは私立学校法（昭和二十四

年法律第二百七十号）第六十四条第四項  

の法人、公益社団法人若しくは公益財団法

人、宗教法人若しくは社会福祉法人で幼稚

園を設置するもの、医療法（昭和二十三年

法律第二百五号）第三十一条の公的医療機

関の開設者、令第四十九条の十第一項に規

定する医療法人、公益社団法人若しくは公

益財団法人、一般社団法人（非営利型法人

（法人税法第二条第九号の二に規定する非

営利型法人をいう。以下この条において同

じ。）に該当するものに限る。）若しくは

一般財団法人（非営利型法人に該当するも

のに限る。）、社会福祉法人、独立行政法



3/15 

改正後 改正前 

人労働者健康安全機構、健康保険組合若し

くは健康保険組合連合会若しくは国家公務

員共済組合若しくは国家公務員共済組合連

合会で看護師、准看護師、歯科衛生士、歯

科技工士、助産師、臨床検査技師、理学療

法士若しくは作業療法士の養成所を設置す

るもの、公益社団法人若しくは公益財団法

人で図書館を設置するもの、公益社団法人

若しくは公益財団法人若しくは宗教法人で

博物館法（昭和二十六年法律第二百八十五

号）第二条第一項の博物館を設置するもの

又は公益社団法人若しくは公益財団法人で

学術の研究を目的とするもの（以下この条

において「学校法人等」という。）の所有

に属しないものである場合においては当該

土地、家屋又は償却資産を当該学校法人等

に無料で使用させていることを証明する書

面を添付して、市長に提出しなければなら

ない。 

人労働者健康安全機構、健康保険組合若し

くは健康保険組合連合会若しくは国家公務

員共済組合若しくは国家公務員共済組合連

合会で看護師、准看護師、歯科衛生士、歯

科技工士、助産師、臨床検査技師、理学療

法士若しくは作業療法士の養成所を設置す

るもの、公益社団法人若しくは公益財団法

人で図書館を設置するもの、公益社団法人

若しくは公益財団法人若しくは宗教法人で

博物館法（昭和二十六年法律第二百八十五

号）第二条第一項の博物館を設置するもの

又は公益社団法人若しくは公益財団法人で

学術の研究を目的とするもの（以下この条

において「学校法人等」という。）の所有

に属しないものである場合においては当該

土地、家屋又は償却資産を当該学校法人等

に無料で使用させていることを証明する書

面を添付して、市長に提出しなければなら

ない。 

一から五まで 〔略〕 一から五まで 〔略〕 

（固定資産税の減免） （固定資産税の減免） 

第八十条 〔略〕 第八十条 〔略〕 

２ 前項の規定により固定資産税の減免を受

けようとする者は、納期限までに次に掲げ

る事項を記載した申請書に減免を受けよう

とする理由を証明する書類を添付して、市

長に提出しなければならない。ただし、市

長が、当該者が所有する固定資産が同項各

号のいずれかに該当することが明らかであ

り、かつ、固定資産税を減免する必要があ

ると認める場合は、この限りでない。     

                                      

                                      

                                      

                                      

２ 前項の規定により固定資産税の減免を受

けようとする者は、納期限までに次に掲げ

る事項を記載した申請書に減免を受けよう

とする理由を証明する書類を添付して、市

長に提出しなければならない。ただし、減

免を受けようとする年度の前年度において

前項第一号イに該当する固定資産（市内に

住所を有する者が所有するものに限る。）

又は同項第二号に該当する固定資産として

固定資産税の減免を受けたものについて、

当該減免を受けようとする年度においても

引き続きこれらの規定に該当するものであ

ると市長が認めるときは、当該年度におけ
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改正後 改正前 

                                      

                                      

                 

る固定資産税の減免の申請があったものと

みなし、申請書その他の書類の提出を要し

ないものとする。 

一から三まで 〔略〕 一から三まで 〔略〕 

３ 〔略〕 ３ 〔略〕 

４ 第一項の規定により  固定資産税の減免

を受けた者は、その理由が消滅した場合に

は      、直ちにその旨を市長に申告しな

ければならない。 

４ 第一項の規定によって固定資産税の減免

を受けた者は、その理由が消滅した場合に

おいては、直ちにその旨を市長に申告しな

ければならない。 

（特別土地保有税の減免） （特別土地保有税の減免） 

第百四十一条 〔略〕 第百四十一条 〔略〕 

２ 前項の規定により  特別土地保有税の減

免を受けようとする者は、納期限までに、

次に掲げる事項を記載した申請書に、減免

を受けようとする理由を証明する書類を添

付して市長に提出しなければならない。た

だし、市長が、当該者が所有し、又は取得

する土地が同項各号のいずれかに該当する

ことが明らかであり、かつ、特別土地保有

税を減免する必要があると認める場合は、

この限りでない。                       

２ 前項の規定によって特別土地保有税の減

免を受けようとする者は、納期限までに、

次に掲げる事項を記載した申請書に、減免

を受けようとする理由を証明する書類を添

付して市長に提出しなければならない。   

                                      

                                      

                                      

                                      

                                       

一から三まで 〔略〕 一から三まで 〔略〕 

３ 第一項の規定により  特別土地保有税の

減免を受けた者は、その理由が消滅し、又

はその理由に変更を生じた場合には、直ち

にその旨を市長に申告しなければならな

い。 

３ 第一項の規定によって特別土地保有税の

減免を受けた者は、その理由が消滅し、又

はその理由に変更を生じた場合には、直ち

にその旨を市長に申告しなければならな

い。 

（国民健康保険税の課税額） （国民健康保険税の課税額） 

第百五十九条 〔略〕 第百五十九条 〔略〕 

２ 〔略〕 ２ 〔略〕 

３ 第一項第二号の後期高齢者支援金等課税

額は、世帯主（前条第二項の世帯主を除く。）

及びその世帯に属する被保険者につき算定

した所得割額並びに被保険者均等割額及び

３ 第一項第二号の後期高齢者支援金等課税

額は、世帯主（前条第二項の世帯主を除く。）

及びその世帯に属する被保険者につき算定

した所得割額並びに被保険者均等割額及び
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世帯別平等割額の合算額とする。ただし、

当該合算額が二十四万円を超える場合にお

いては、後期高齢者支援金等課税額は、二

十四万円とする。 

世帯別平等割額の合算額とする。ただし、

当該合算額が二十二万円を超える場合にお

いては、後期高齢者支援金等課税額は、二

十二万円とする。 

４ 〔略〕 ４ 〔略〕 

（国民健康保険税の減額） （国民健康保険税の減額） 

第百七十九条 次の各号のいずれかに掲げる

国民健康保険税の納税義務者に対して課す

る国民健康保険税の額は、第百五十九条第

二項本文の基礎課税額からイ及びロに掲げ

る額を減額して得た額（当該減額して得た

額が六十五万円を超える場合には、六十五

万円）、同条第三項本文の後期高齢者支援

金等課税額からハ及びニに掲げる額を減額

して得た額（当該減額して得た額が二十四

万円を超える場合には、二十四万円）並び

に同条第四項本文の介護納付金課税額から

ホ及びヘに掲げる額を減額して得た額（当

該減額して得た額が十七万円を超える場合

には、十七万円）の合算額とする。 

第百七十九条 次の各号のいずれかに掲げる

国民健康保険税の納税義務者に対して課す

る国民健康保険税の額は、第百五十九条第

二項本文の基礎課税額からイ及びロに掲げ

る額を減額して得た額（当該減額して得た

額が六十五万円を超える場合には、六十五

万円）、同条第三項本文の後期高齢者支援

金等課税額からハ及びニに掲げる額を減額

して得た額（当該減額して得た額が二十二

万円を超える場合には、二十二万円）並び

に同条第四項本文の介護納付金課税額から

ホ及びヘに掲げる額を減額して得た額（当

該減額して得た額が十七万円を超える場合

には、十七万円）の合算額とする。 

一 〔略〕 一 〔略〕 

二 法第七百三条の五第一項に規定する総

所得金額及び山林所得金額の合算額が、

四十三万円（納税義務者並びにその世帯

に属する国民健康保険の被保険者及び特

定同一世帯所属者のうち給与所得者等の

数が二以上の場合にあっては、四十三万

円に当該給与所得者等の数から一を減じ

た数に十万円を乗じて得た金額を加算し

た金額）に被保険者及び特定同一世帯所

属者一人につき二十九万五千円を加算し

た金額を超えない世帯に係る納税義務者

（前号に該当する者を除く。） 

二 法第七百三条の五第一項に規定する総

所得金額及び山林所得金額の合算額が、

四十三万円（納税義務者並びにその世帯

に属する国民健康保険の被保険者及び特

定同一世帯所属者のうち給与所得者等の

数が二以上の場合にあっては、四十三万

円に当該給与所得者等の数から一を減じ

た数に十万円を乗じて得た金額を加算し

た金額）に被保険者及び特定同一世帯所

属者一人につき二十九万円    を加算し

た金額を超えない世帯に係る納税義務者

（前号に該当する者を除く。） 

イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎 イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎
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課税額の被保険者均等割額 被保険者

（第百五十八条第二項に規定する世帯

主を除く。）一人について 一万二十

円 

課税額の被保険者均等割額 被保険者

（第百五十八条第二項に規定する世帯

主を除く。）一人について 一万二十

円 

ロ 国民健康保険の被保険者に係る基礎

課税額の世帯別平等割額 次に掲げる

世帯の区分に応じ、それぞれに定める

額 

ロ 国民健康保険の被保険者に係る基礎

課税額の世帯別平等割額 次に掲げる

世帯の区分に応じ、それぞれに定める

額 

（１） 特定世帯及び特定継続世帯以

外の世帯 一万二千三百六十円 

（１） 特定世帯及び特定継続世帯以

外の世帯 一万二千三百六十円 

（２） 特定世帯 六千百八十円 （２） 特定世帯 六千百八十円 

（３） 特定継続世帯 九千二百七十

円 

（３） 特定継続世帯 九千二百七十

円 

ハ 国民健康保険の被保険者に係る後期

高齢者支援金等課税額の被保険者均等

割額 被保険者（第百五十八条第二項

に規定する世帯主を除く。）一人につ

いて 三千百八十円 

ハ 国民健康保険の被保険者に係る後期

高齢者支援金等課税額の被保険者均等

割額 被保険者（第百五十八条第二項

に規定する世帯主を除く。）一人につ

いて 三千百八十円 

ニ 国民健康保険の被保険者に係る後期

高齢者支援金等課税額の世帯別平等割

額 次に掲げる世帯の区分に応じ、そ

れぞれに定める額 

ニ 国民健康保険の被保険者に係る後期

高齢者支援金等課税額の世帯別平等割

額 次に掲げる世帯の区分に応じ、そ

れぞれに定める額 

（１） 特定世帯及び特定継続世帯以

外の世帯 三千八百四十円 

（１） 特定世帯及び特定継続世帯以

外の世帯 三千八百四十円 

（２） 特定世帯 千九百二十円 （２） 特定世帯 千九百二十円 

（３） 特定継続世帯 二千八百八十

円 

（３） 特定継続世帯 二千八百八十

円 

ホ 介護納付金課税被保険者に係る被保

険者均等割額 介護納付金課税被保険

者（第百五十八条第二項に規定する世

帯主を除く。）一人について 四千六

百三十円 

ホ 介護納付金課税被保険者に係る被保

険者均等割額 介護納付金課税被保険

者（第百五十八条第二項に規定する世

帯主を除く。）一人について 四千六

百三十円 

ヘ 介護納付金課税被保険者に係る世帯

別平等割額 一世帯について 二千二

ヘ 介護納付金課税被保険者に係る世帯

別平等割額 一世帯について 二千二
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百七十円 百七十円 

三 法第七百三条の五第一項に規定する総

所得金額及び山林所得金額の合算額が、

四十三万円（納税義務者並びにその世帯

に属する国民健康保険の被保険者及び特

定同一世帯所属者のうち給与所得者等の

数が二以上の場合にあっては、四十三万

円に当該給与所得者等の数から一を減じ

た数に十万円を乗じて得た金額を加算し

た金額）に被保険者及び特定同一世帯所

属者一人につき五十四万五千円を加算し

た金額を超えない世帯に係る納税義務者

（前二号に該当する者を除く。） 

三 法第七百三条の五第一項に規定する総

所得金額及び山林所得金額の合算額が、

四十三万円（納税義務者並びにその世帯

に属する国民健康保険の被保険者及び特

定同一世帯所属者のうち給与所得者等の

数が二以上の場合にあっては、四十三万

円に当該給与所得者等の数から一を減じ

た数に十万円を乗じて得た金額を加算し

た金額）に被保険者及び特定同一世帯所

属者一人につき五十三万五千円を加算し

た金額を超えない世帯に係る納税義務者

（前二号に該当する者を除く。） 

イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎

課税額の被保険者均等割額 被保険者

（第百五十八条第二項に規定する世帯

主を除く。）一人について 四千八円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎

課税額の被保険者均等割額 被保険者

（第百五十八条第二項に規定する世帯

主を除く。）一人について 四千八円 

ロ 国民健康保険の被保険者に係る基礎

課税額の世帯別平等割額 次に掲げる

世帯の区分に応じ、それぞれに定める

額 

ロ 国民健康保険の被保険者に係る基礎

課税額の世帯別平等割額 次に掲げる

世帯の区分に応じ、それぞれに定める

額 

（１） 特定世帯及び特定継続世帯以

外の世帯 四千九百四十四円 

（１） 特定世帯及び特定継続世帯以

外の世帯 四千九百四十四円 

（２） 特定世帯 二千四百七十二円 （２） 特定世帯 二千四百七十二円 

（３） 特定継続世帯 三千七百八円 （３） 特定継続世帯 三千七百八円 

ハ 国民健康保険の被保険者に係る後期

高齢者支援金等課税額の被保険者均等

割額 被保険者（第百五十八条第二項

に規定する世帯主を除く。）一人につ

いて 千二百七十二円 

ハ 国民健康保険の被保険者に係る後期

高齢者支援金等課税額の被保険者均等

割額 被保険者（第百五十八条第二項

に規定する世帯主を除く。）一人につ

いて 千二百七十二円 

ニ 国民健康保険の被保険者に係る後期

高齢者支援金等課税額の世帯別平等割

額 次に掲げる世帯の区分に応じ、そ

れぞれに定める額 

ニ 国民健康保険の被保険者に係る後期

高齢者支援金等課税額の世帯別平等割

額 次に掲げる世帯の区分に応じ、そ

れぞれに定める額 
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（１） 特定世帯及び特定継続世帯以

外の世帯 千五百三十六円 

（１） 特定世帯及び特定継続世帯以

外の世帯 千五百三十六円 

（２） 特定世帯 七百六十八円 （２） 特定世帯 七百六十八円 

（３） 特定継続世帯 千百五十二円 （３） 特定継続世帯 千百五十二円 

ホ 介護納付金課税被保険者に係る被保

険者均等割額 介護納付金課税被保険

者（第百五十八条第二項に規定する世

帯主を除く。）一人について 千八百

五十二円 

ホ 介護納付金課税被保険者に係る被保

険者均等割額 介護納付金課税被保険

者（第百五十八条第二項に規定する世

帯主を除く。）一人について 千八百

五十二円 

ヘ 介護納付金課税被保険者に係る世帯

別平等割額 一世帯について 九百八

円 

ヘ 介護納付金課税被保険者に係る世帯

別平等割額 一世帯について 九百八

円 

２及び３ 〔略〕 ２及び３ 〔略〕 

附 則 附 則 

〔削除〕 （公益法人等に係る市民税の課税の特例） 

第十一条の二 当分の間、租税特別措置法第

四十条第三項後段（同条第六項から第十項

まで及び第十一項（同条第十二項において

準用する場合を含む。以下この条において

同じ。）の規定によりみなして適用する場

合を含む。）の規定の適用を受けた同法第

四十条第三項に規定する公益法人等（同条

第六項から第十一項までの規定により特定

贈与等に係る公益法人等とみなされる法人

を含む。）を同条第三項に規定する贈与又

は遺贈を行った個人とみなして、令附則第

三条の二の三で定めるところにより、これ

に同項に規定する財産（同法第四十条第六

項から第十一項までの規定により特定贈与

等に係る財産とみなされる資産を含む。）

に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又

は雑所得の金額に係る市民税の所得割を課

する。 

（令和六年能登半島地震災害に係る雑損控  
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除額等の特例） 

第十二条の二 所得割の納税義務者の選択に

より、法附則第四条の四第四項に規定する

特例損失金額（以下この項において「特例

損失金額」という。）がある場合には、特

例損失金額（同項に規定する災害関連支出

がある場合には、第三項に規定する申告書

の提出の日の前日までに支出したものに限

る。以下この項及び次項において「損失対

象金額」という。）について、令和五年に

おいて生じた法第三百十四条の二第一項第

一号に規定する損失の金額として、この条

例の規定を適用することができる。この場

合において、第十九条の規定により控除さ

れた金額に係る当該損失対象金額は、その

者の令和七年度以後の年度分で当該損失対

象金額が生じた年の末日の属する年度の翌

年度分の市民税に係るこの条例の規定の適

用については、当該損失対象金額が生じた

年において生じなかったものとみなす。 

２ 前項前段の場合において、第十九条の規

定により控除された金額に係る損失対象金

額のうちに同項の規定の適用を受けた者と

生計を一にする令第四十八条の六第一項に

規定する親族の有する法附則第四条の四第

四項に規定する資産について受けた損失の

金額（以下この項において「親族資産損失

額」という。）があるときは、当該親族資

産損失額は、当該親族の令和七年度以後の

年度分で当該親族資産損失額が生じた年の

末日の属する年度の翌年度分の市民税に係

るこの条例の規定の適用については、当該

親族資産損失額が生じた年において生じな

かったものとみなす。 

３ 第一項の規定は、令和六年度分の第二十
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七条第一項又は第三項の規定による申告書

（その提出期限後において市民税の納税通

知書が送達される時までに提出されたもの

及びその時までに提出された第二十八条第

一項の確定申告書を含む。）に第一項の規

定の適用を受けようとする旨の記載がある

場合（これらの申告書にその記載がないこ

とについてやむを得ない理由があると市長

が認める場合を含む。）に限り、適用する。 

（特定一般用医薬品等購入費を支払った場

合の医療費控除の特例） 

（特定一般用医薬品等購入費を支払った場

合の医療費控除の特例） 

第十三条 平成三十年度から令和九年度まで

の各年度分の個人の市民税に限り、法附則

第四条の五第三項の規定に該当する場合に

おける第十九条の規定による控除について

は、その者の選択により、同条中「同条第

一項」とあるのは「同条第一項（第二号を

除く。）」と、「まで」とあるのは「まで

並びに法附則第四条の五第三項の規定によ

り読み替えて適用される法第三百十四条の

二第一項（第二号に係る部分に限る。）」

として、同条の規定を適用することができ

る。 

第十三条 平成三十年度から令和九年度まで

の各年度分の個人の市民税に限り、法附則

第四条の四第三項の規定に該当する場合に

おける第十九条の規定による控除について

は、その者の選択により、同条中「同条第

一項」とあるのは「同条第一項（第二号を

除く。）」と、「まで」とあるのは「まで

並びに法附則第四条の四第三項の規定によ

り読み替えて適用される法第三百十四条の

二第一項（第二号に係る部分に限る。）」

として、同条の規定を適用することができ

る。 

（法附則第十五条第二項第一号等の条例で

定める割合） 

（法附則第十五条第二項第一号等の条例で

定める割合） 

第二十条 〔略〕 第二十条 〔略〕 

２から１２まで 〔略〕 ２から１２まで 〔略〕 

１３ 法附則第十五条第二十五項第二号に規

定する設備について同号に規定する条例で

定める割合は、七分の六とする。 

〔新設〕 

１４ 法附則第十五条第二十五項第三号イに

規定する設備について同号に規定する条例

で定める割合は、四分の三とする。 

１３ 法附則第十五条第二十五項第二号イに

規定する設備について同号に規定する条例

で定める割合は、四分の三とする。 

１５ 法附則第十五条第二十五項第三号ロに １４ 法附則第十五条第二十五項第二号ロに
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規定する設備について同号に規定する条例

で定める割合は、四分の三とする。 

規定する設備について同号に規定する条例

で定める割合は、四分の三とする。 

１６ 法附則第十五条第二十五項第三号ハに

規定する設備について同号に規定する条例

で定める割合は、四分の三とする。 

１５ 法附則第十五条第二十五項第二号ハに

規定する設備について同号に規定する条例

で定める割合は、四分の三とする。 

１７ 法附則第十五条第二十五項第四号イに

規定する設備について同号に規定する条例

で定める割合は、二分の一とする。 

１６ 法附則第十五条第二十五項第三号イに

規定する設備について同号に規定する条例

で定める割合は、二分の一とする。 

１８ 法附則第十五条第二十五項第四号ロに

規定する設備について同号に規定する条例

で定める割合は、二分の一とする。 

１７ 法附則第十五条第二十五項第三号ロに

規定する設備について同号に規定する条例

で定める割合は、二分の一とする。 

１９ 法附則第十五条第二十五項第四号ハに

規定する設備について同号に規定する条例

で定める割合は、二分の一とする。 

１８ 法附則第十五条第二十五項第三号ハに

規定する設備について同号に規定する条例

で定める割合は、二分の一とする。 

２０ 〔略〕 １９ 〔略〕 

〔削除〕 ２０ 法附則第十五条第三十二項に規定する

条例で定める割合は、二分の一とする。 

２１ 法附則第十五条第三十二項に規定する

条例で定める割合は、三分の二とする。 

２１ 法附則第十五条第三十三項に規定する

条例で定める割合は、三分の二とする。 

２２ 法附則第十五条第三十七項に規定する

条例で定める割合は、三分の二とする。 

２２ 法附則第十五条第三十八項に規定する

条例で定める割合は、三分の二とする。 

２３ 法附則第十五条第三十八項に規定する

条例で定める割合は、二分の一とする。 

〔新設〕 

２４ 〔略〕 ２３ 〔略〕 

２５ 〔略〕 ２４ 〔略〕 

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の

規定の適用を受けようとする者がすべき申

告） 

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の

規定の適用を受けようとする者がすべき申

告） 

第二十一条 〔略〕 第二十一条 〔略〕 

２ 〔略〕 ２ 〔略〕 

３ 市長は、法附則第十五条の七第一項又は

第二項の認定長期優良住宅のうち区分所有

に係る住宅については、前項の申告書の提

〔新設〕 
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出がなかった場合においても、長期優良住

宅の普及の促進に関する法律（平成二十年

法律第八十七号）第五条第四項に規定する

管理者等から、法附則第十五条の七第三項

に規定する期間内に施行規則附則第七条第

四項に規定する書類の提出がされ、かつ、

当該区分所有に係る住宅が法附則第十五条

の七第一項又は第二項に規定する要件に該

当すると認められるときは、前項の規定に

かかわらず、同条第一項又は第二項の規定

を適用することができる。 

４ 〔略〕 ３ 〔略〕 

５ 〔略〕 ４ 〔略〕 

６ 〔略〕 ５ 〔略〕 

７ 〔略〕 ６ 〔略〕 

８ 法附則第十五条の九第四項の高齢者等居

住改修住宅又は同条第五項の高齢者等居住

改修専有部分について、これらの規定の適

用を受けようとする者は、同条第四項に規

定する居住安全改修工事が完了した日から

三月以内に、次に掲げる事項を記載した申

告書に施行規則附則第七条第九項各号に掲

げる書類を添付して市長に提出しなければ

ならない。 

７ 法附則第十五条の九第四項の高齢者等居

住改修住宅又は同条第五項の高齢者等居住

改修専有部分について、これらの規定の適

用を受けようとする者は、同条第四項に規

定する居住安全改修工事が完了した日から

三月以内に、次に掲げる事項を記載した申

告書に施行規則附則第七条第八項各号に掲

げる書類を添付して市長に提出しなければ

ならない。 

一から七まで 〔略〕 一から七まで 〔略〕 

９ 法附則第十五条の九第九項の熱損失防止

改修等住宅又は同条第十項の熱損失防止改

修等専有部分について、これらの規定の適

用を受けようとする者は、同条第九項に規

定する熱損失防止改修工事等が完了した日

から三月以内に、次に掲げる事項を記載し

た申告書に施行規則附則第七条第十項各号

に掲げる書類を添付して市長に提出しなけ

ればならない。 

８ 法附則第十五条の九第九項の熱損失防止

改修等住宅又は同条第十項の熱損失防止改

修等専有部分について、これらの規定の適

用を受けようとする者は、同条第九項に規

定する熱損失防止改修工事等が完了した日

から三月以内に、次に掲げる事項を記載し

た申告書に施行規則附則第七条第九項各号

に掲げる書類を添付して市長に提出しなけ

ればならない。 
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改正後 改正前 

一から六まで 〔略〕 一から六まで 〔略〕 

１０ 法附則第十五条の九の二第一項に規定

する特定耐震基準適合住宅について、同項

の規定の適用を受けようとする者は、当該

特定耐震基準適合住宅に係る耐震改修が完

了した日から三月以内に、次に掲げる事項

を記載した申告書に施行規則附則第七条第

十一項各号に掲げる書類を添付して市長に

提出しなければならない。 

９ 法附則第十五条の九の二第一項に規定す

る特定耐震基準適合住宅について、同項の

規定の適用を受けようとする者は、当該特

定耐震基準適合住宅に係る耐震改修が完了

した日から三月以内に、次に掲げる事項を

記載した申告書に施行規則附則第七条第十

項各号に規定する書類を添付して市長に提

出しなければならない。 

一から六まで 〔略〕 一から六まで 〔略〕 

１１ 法附則第十五条の九の二第四項に規定

する特定熱損失防止改修等住宅又は同条第

五項に規定する特定熱損失防止改修等住宅

専有部分について、これらの規定の適用を

受けようとする者は、法附則第十五条の九

第九項に規定する熱損失防止改修工事等が

完了した日から三月以内に、次に掲げる事

項を記載した申告書に施行規則附則第七条

第十二項各号に掲げる書類を添付して市長

に提出しなければならない。 

１０ 法附則第十五条の九の二第四項に規定

する特定熱損失防止改修等住宅又は同条第

五項に規定する特定熱損失防止改修等住宅

専有部分について、これらの規定の適用を

受けようとする者は、法附則第十五条の九

第九項に規定する熱損失防止改修工事等が

完了した日から三月以内に、次に掲げる事

項を記載した申告書に施行規則附則第七条

第十一項各号に掲げる書類を添付して市長

に提出しなければならない。 

一から六まで 〔略〕 一から六まで 〔略〕 

１２ 法附則第十五条の九の三第一項に規定

する特定マンションに係る区分所有に係る

家屋について、同項の規定の適用を受けよ

うとする者は、当該特定マンションに係る

同項に規定する工事が完了した日から三月

以内に、次に掲げる事項を記載した申告書

に施行規則附則第七条第十七項各号に掲げ

る書類を添付して市長に提出しなければな

らない。 

１１ 法附則第十五条の九の三第一項に規定

する特定マンションに係る区分所有に係る

家屋について、同項の規定の適用を受けよ

うとする者は、当該特定マンションに係る

同項に規定する工事が完了した日から三月

以内に、次に掲げる事項を記載した申告書

に施行規則附則第七条第十六項各号に掲げ

る書類を添付して市長に提出しなければな

らない。 

一から五まで 〔略〕 一から五まで 〔略〕 

１３ 法附則第十五条の十第一項の耐震基準

適合家屋について、同項の規定の適用を受

けようとする者は、当該耐震基準適合家屋

１２ 法附則第十五条の十第一項の耐震基準

適合家屋について、同項の規定の適用を受

けようとする者は、当該耐震基準適合家屋
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改正後 改正前 

に係る耐震改修が完了した日から三月以内

に、次に掲げる事項を記載した申告書に施

行規則附則第七条第十八項に規定する補助

に係る補助金確定通知書の写し、建築物の

耐震改修の促進に関する法律（平成七年法

律第百二十三号）第七条又は附則第三条第

一項の規定による報告の写し及び当該耐震

改修後の家屋が令附則第十二条第十九項に

規定する基準を満たすことを証する書類を

添付して市長に提出しなければならない。 

に係る耐震改修が完了した日から三月以内

に、次に掲げる事項を記載した申告書に施

行規則附則第七条第十七項に規定する補助

に係る補助金確定通知書の写し、建築物の

耐震改修の促進に関する法律（平成七年法

律第百二十三号）第七条又は附則第三条第

一項の規定による報告の写し及び当該耐震

改修後の家屋が令附則第十二条第十九項に

規定する基準を満たすことを証する書類を

添付して市長に提出しなければならない。 

一から四まで 〔略〕 一から四まで 〔略〕 

五 施行規則附則第七条第十八項に規定す

る補助の算定の基礎となった当該耐震基

準適合家屋に係る耐震改修に要した費用 

五 施行規則附則第七条第十七項に規定す

る補助の算定の基礎となった当該耐震基

準適合家屋に係る耐震改修に要した費用 

 六 〔略〕 六 〔略〕 

１４ 〔略〕 １３ 〔略〕 

（令和七年度又は令和八年度における土地

の価格の特例） 

（令和四年度又は令和五年度における土地

の価格の特例） 

第二十三条 市の区域内の自然的及び社会的

条件からみて類似の利用価値を有すると認

められる地域において地価が下落し、かつ、

市長が土地の修正前の価格（法附則第十七

条の二第一項に規定する修正前の価格をい

う。）を当該年度分の固定資産税の課税標

準とすることが固定資産税の課税上著しく

均衡を失すると認める場合における当該土

地に対して課する固定資産税の課税標準

は、第六十八条の規定にかかわらず、令和

七年度分又は令和八年度分の固定資産税に

限り、当該土地の修正価格（法附則第十七

条の二第一項に規定する修正価格をいう。）

で土地課税台帳等に登録されたものとす

る。 

第二十三条 市の区域内の自然的及び社会的

条件からみて類似の利用価値を有すると認

められる地域において地価が下落し、かつ、

市長が土地の修正前の価格（法附則第十七

条の二第一項に規定する修正前の価格をい

う。）を当該年度分の固定資産税の課税標

準とすることが固定資産税の課税上著しく

均衡を失すると認める場合における当該土

地に対して課する固定資産税の課税標準

は、第六十八条の規定にかかわらず、令和

四年度分又は令和五年度分の固定資産税に

限り、当該土地の修正価格（法附則第十七

条の二第一項に規定する修正価格をいう。）

で土地課税台帳等に登録されたものとす

る。 

２ 法附則第十七条の二第二項に規定する令 ２ 法附則第十七条の二第二項に規定する令
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改正後 改正前 

和七年度適用土地又は令和七年度類似適用

土地であって、令和八年度分の固定資産税

について前項の規定の適用を受けないこと

となるものに対して課する同年度分の固定

資産税の課税標準は、第六十八条の規定に

かかわらず、修正された価格（法附則第十

七条の二第二項に規定する修正された価格

をいう。）で土地課税台帳等に登録された

ものとする。 

和四年度適用土地又は令和四年度類似適用

土地であって、令和五年度分の固定資産税

について前項の規定の適用を受けないこと

となるものに対して課する同年度分の固定

資産税の課税標準は、第六十八条の規定に

かかわらず、修正された価格（法附則第十

七条の二第二項に規定する修正された価格

をいう。）で土地課税台帳等に登録された

ものとする。 

 


